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第２ 住宅政策に関する事業の管理及び財務事務の執行について 
 
１． 監査対象の概要 
（１） 住宅政策に関する事業の概要 
① 群馬県における住宅をめぐる状況 
群馬県の住宅政策は、その時々の時代を背景に変遷してきている。群馬県は平成７ 
年度に「群馬県住宅マスタープラン（計画期間：平成 8 年度から平成 17 年度）」を策
定し、非成長・成熟社会において、限られた資源を、貴重な財源を有効に活用し、良

質な住宅ストックを将来世代へ継承していくことを主眼とした政策を展開してきた。   
群馬県における住宅の状況は、下表「群馬県の住宅の概況」のとおりであり、平成 

20 年の「住宅・土地統計調査」によれば総世帯数 728,800 世帯に対して、住宅数は
855,800戸であり、すでに量的には充足しており、逆に住宅の余剰が増大している状況
にあるが、住宅及び住環境の「質」については、誘導居住面積水準達成率が 61.6％と
全国平均の 54.6％は上回っているものの未だ十分な水準にあるとは言い難い状況にあ
る。 
 また、少子高齢化の急速な進行や社会情勢の変化に伴い生活弱者・住宅困窮者が増

大する一方、耐震偽装問題・悪質な住宅リフォーム詐欺・相次ぐ自然災害と大地震発

生リスクの増大等に伴い住宅の安全性に対する信頼も揺らいでいる状況にある。 
 
(注)誘導居住面積水準 
  世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイル

に対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市の郊

外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住

面積水準と、都市の中心部及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市

型居住誘導居住面積水準からなる。 
  ・一般型誘導居住面積水準の例 
   2人以上の世帯；25㎡×世帯人数＋25㎡ 
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群馬県の住宅の概況

１住宅数（各年住宅・土地統計調査）
昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年
（1988） （1993） （1998） （2003） （2008）

住宅数（居住無含） 619,300 688,900 756,000 798,700 855,800
世帯数（主+同居） 552,300 606,300 659,600 687,400 728,800
世帯当たり住宅数 1.12 1.14 1.15 1.16 1.17
世帯当たり住宅数（全国） 1.12 1.12 1.14 1.14 1.15

２建て方別（各年住宅・土地統計調査）
昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 構成比

総数（主世帯主のみ） 552,300 606,300 657,600 684,600 725,300 100.0%
一戸建て 458,000 480,600 509,600 520,700 548,900 75.7%
長屋建て 30,300 24,100 15,800 12,400 15,500 2.1%
共同住宅 62,100 100,200 130,100 150,000 159,700 22.0%
その他 2,300 1,400 2,100 1,500 1,300 0.2%

３持家（各年住宅・土地統計調査）
昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年

a．主世帯総数（所有不詳含） 552,300 606,300 657,600 684,600 725,300
b．持家に居住する主世帯数 398,600 426,900 462,100 482,900 512,800
借家に居住する主世帯数 153,300 177,900 190,400 191,800 202,200
公営の借家 28,500 29,300 31,800 31,000 31,300
公団・公社の借家 1,400 1,600 1,800 700 900
民営借家 108,900 126,700 142,800 146,000 156,200
給与住宅 14,400 20,200 14,000 14,100 13,800
持家率b/a：戸建+分譲 72.2% 70.4% 70.3% 70.5% 70.7%
持家率（全国）：戸建+分譲 61.3% 59.8% 60.3% 61.2% 61.3%

４住宅の広さ（一住宅当たり持家・借家平均、各年住宅・土地統計調査）
昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年

居住室数 5.1 5.1 5.15 5.16 5.09
畳数 33.04 34.06 34.92 36.34 36.65
延べ床面積　㎡ 101.50 103.50 105.55 108.63 108.15

５居住水準（各年住宅・土地統計調査）

平成10年 平成15年 平成20年 平成10年 平成15年 平成20年
誘導居住面積水準達成率 50.7% 55.6% 61.6% 46.5% 52.2% 54.6%
最低居住水準未満率 3.2% 2.6% 3.5% 5.1% 4.2% 6.5%
戸当たり平均床面積　㎡ 105.5 108.6 108.2 92.4 96.2 94.3

６公営住宅（管理戸数＝居住無しも含む）
県営住宅 10,421 戸 H21.9.1現在
市町村営住宅 24,261 戸 H21.4.1現在
計 34,682 戸

７公的住宅 群馬 全国
世帯総数に対する公的住宅比率： 4.4% 6.1%

公営+（公団、公社の借家）／主世帯総数＝
（31,300+900）／725,300＝0.044365…

群馬県 全国
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群馬県は、このような状況の中、新たな課題への対応を目指して、平成 7年度版「群 

馬県住宅マスタープラン」の見直し・改訂版として、平成 18年度に「群馬県住宅マス
タープラン(2006)（群馬県住生活基本計画）平成 18年度～27年度」を策定した。この
新プランは、⓵安全で安心な住まい・まちづくり、⓶豊かでゆとりある住まいづくり、

⓷地域特性に応じた住まい・まちづくりを基本目標に掲げている。 
 各基本目標の内容は以下のとおりである。 

   
【マスタープランの概要】 
 ⓵安全で安心な住まい・まちづくり 

・耐震診断、耐震改修等防災対策の促進 
    平成 17年に発生した耐震偽装問題については、県内３件の偽装物件が見つか  
   り、県民の建築確認制度や住まいの安全性についての信頼が大きく揺らいだ。 
  ・住宅相談、住宅情報提供の拡充 
  ・住宅防犯対策の推進 

 
基本的な施策 成果指標 指標値 

基準年 目標年 
・耐震診断・耐震改修等

防災対策の推進 
・住宅相談・住宅情報提

供の拡充 
・住宅の防犯対策の推進

住宅の耐震化率 平成 18年度 
68.5％ 

平成 27年度
85％

被災建築物 
応急危険度判定士数i 

平成 17年度 
986名 

平成 27年度
1,500名

情報提供（相談）件数 平成 17年度 
514件 

平成 27年度
1,000件

 
⓶豊かでゆとりある住まいづくり 
・セーフティーネットの構築 
  自力での住宅確保が困難な者や最低居住面積水準未満での生活を余儀なくされ 
ている者に対しての良好な生活環境の確保としての公営住宅の整備を、県と市町 
村の役割の見直し及び連携を図りつつ推進する。 
・子育て支援 
  「子供を育てるなら群馬県」の理念の下、既存公営住宅の利活用として住戸の 
面積増改善を行い、空き家の保育施設化等の方策を検討する。 
・高齢社会への対応 
  既存公営住宅の利活用として住戸のバリアフリー化や介護する側の世帯の入居 
化等を促進する。 
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・人にやさしい住まいづくりの支援 
   住宅や建築物のユニバーサルデザイン化を推進する。 
 ・環境にやさしい暮らしの実現 
   住宅の単なるエネルギー使用抑制・省エネルギー化にとどまらず、居住性の

向上をはかり、あわせてライフサイクルコストの軽減を目指すため、「建築物総

合環境性能評価システム（CASBEE）の普及を促進する。 
 ・住教育の推進 

     住みよい住宅、暮らしやすい住環境とは何か、県民自ら考えられる住教育を  
実施する。 

基本的な施策 成果指標 指標値 
基準年 目標年 

・セーフティーネットの

構築 
 
 
 
 
・少子高齢化対策の推進

 
・人にやさしい住まいづ

くりの支援 
 
 
・環境にやさしい暮らし

の実現 
 
 
 
 
・住教育の推進 

公営住宅の供給目標戸

数（県営及び市町村営

の合計）ii 

当初 5年間 
11,000戸 

10年間
20,000戸

最低居住面積水準 iii未

満率 
平成 15年 

2.8％ 
平成 27年

1.0％
子育て世帯の誘導居住

面積水準iv達成率 
平成 15年 

48％ 
平成 27年

61％
高齢者のいる住宅のバ

リアフリー化率 
平成 15年 

29％ 
平成 27年

75％
共同住宅共用部分のユ

ニバーサルデザイン化

率 

平成 15年 
4.1％ 

平成 27年
25％

住宅の省エネルギー対

策率 
 一定の省エネルギー

対策v 

平成 15年 
4.1％ 

平成 27年
40％

住宅の省エネルギー対

策率 
 新築住宅における 
 次世代省エネ基準達

成率 

平成 17年度 
54％ 

平成 20年度
65％

住宅リフォーム実施率 平成 11～15
年 2.4％ 

平成 27年
5％

新築住宅性能表示の実

施率vi 
平成 17年度 

8.6％ 
平成 22年度

50％
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⓷地域特性に応じた住まい・まちづくり 
・まちなか居住再生の支援 
  中心市街地活性化策である「群馬県まちなか居住再生等支援事業」を推進する。 
・地域の空き家等の活用推進 
・良好な家なみ、まちなみの形成支援 
・県産木材等の利活用促進 

 
基本的な施策 成果指標 指標値 

基準年 目標年 
・まちなか居住再生の支

援 
・地域の空き家等の利活

用推進 
・良好な家なみ・まちな

みの形成支援 
 
・県産木材等の利活用促

 進 

中心市街地の共同住宅

への入居世帯数 
平成 16年度 

9,600世帯 
平成 27年度
11,300世帯

県産木材活用促進事業

活用戸数vii 
平成 17年度 

315戸 
平成 23年度

700戸

 
 

                                                  
i  地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊等の危険性を判定し、被災建築物の
使用にあたっての危険性を情報提供することにより被災後の人命に係わる二次災害を防止するための判

定業務に従事する者。 
ii  新規の建設及び買取りの戸数、建替えによる建替え後の戸数、民間住宅等の借上げの戸数並びに既存
公営住宅の空き家募集の戸数を合計した戸数。 

iii 世帯の人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要な住宅の面積に関する水準。(例)4
人家族(全員 10歳以上) 50㎡ 

iv 世帯の人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要
と考えられる住宅の面積に関する水準。(例)戸建 4人家族(全員 10歳以上)125㎡。 

v  全部又は一部の窓に二重のサッシ又は複層ガラスを使用すること。 
vi  新築住宅のうち「住宅性能表示」制度の評価書の交付を受けた住宅の割合。 
vii 「ぐんま優良木材」を使用して建築又はリフォームを行った住宅のうち、県が費用の一部を補助した戸
数。 

 
 
マスタープランの計画期間は、平成 18年～27年までの 10年間であるが、最終年度 
である平成 27年度にマスタープランに定めた成果指標の達成率及びその評価・分析な
らびに県民へのアンケート調査等を実施し、その結果を公表することになっている。   



2－1－6 
 

 
また、中間年である平成 22年度にも第三者による中間評価を実施し、その結果及び 
社会経済状況の変化等により見直しを行い、その内容の公表を行うこととなっている。 

 
（２）住宅政策に関する事業の予算等 
  ① 群馬県の予算の住宅関係予算の推移を示したのが下表である。 

「初代住宅マスタープラン（平成 8年度～17年度）」の後半 3年間と、「新住宅マス 
タープラン（平成 18年度～27年度）」の開始から 4年間を掲載している。 

 
                                              （単位；千円） 

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

歳出 797,049,869 793,596,000 796,841,430 797,327,500 808,010,150 653,731,000 661,073,000
土木費（県土整備費） 102,534,519 100,075,254 97,290,062 89,017,496 89,501,349 91,013,418 90,879,521
住宅費 7,773,761 6,057,970 5,715,879 5,116,539 4,692,519 4,509,067 3,979,919

（住宅費率） 7.6% 6.1% 5.9% 5.7% 5.2% 5.0% 4.4%

住宅総務費 348,927 285,134 298,856 433,788 432,440 488,824 422,053
職員給与 201,682 212,695 169,527 326,953 343,784 346,111 345,773
住宅新築資金 42,365 41,549 37,698 28,788 19,499 16,053 9,484
市街地再開発 39,505 210 67,265 26,774 10,410 86,510 32,860
その他 65,375 30,680 24,366 51,273 58,747 40,150 33,936

住宅管理費 5,669,282 4,379,729 4,914,062 3,906,444 3,600,210 3,671,106 2,950,492

県営住宅維持管理 1,126,700 1,142,350 1,182,017 1,161,567 1,186,147 1,241,633 1,235,091

住宅供給公社助成 3,783,943 2,967,902 2,862,002 2,504,081 2,189,085 1,926,295 1,526,759
地域優良分譲住宅 76,162 53,568 44,068 35,182 27,337 24,134 56,404
融資住宅指導監督 4,164 4,164 3,559 2,546 109 69 69
既設県営住宅改善 284,754 177,266 780,000 161,725 146,298 428,345 104,390
マイホーム建設資金 356,293 0 0 0 0 0 0
住宅生産合理化推進 16,746 16,691 23,387 17,588 21,364 26,450 21,050
公営住宅建替推進 20,520 17,788 19,029 18,065 18,135 24,180 6,729
その他 0 0 0 5,690 11,735 0 0

住宅建設費 1,755,552 1,393,107 502,961 776,307 659,869 349,137 607,374

県営住宅建設 1,738,729 1,378,254 489,804 769,372 652,682 339,613 593,580

その他 16,823 14,853 13,157 6,935 7,187 9,524 13,794  
 
全体に緊縮予算の中でも、「住宅供給公社への助成」と「県営住宅建設」が大きく削

られていることが明らかである。両者とも、その内容は公社の行う住宅と県営住宅の

建設事業に対する予算であり、新規の建設凍結と建替え計画の減少政策が見て取れる。 
 
 
  ② 群馬県県土整備部建築住宅課の平成 21年度及び平成 20年度の住宅政策関連の事

業予算の規模及び内容は下表のとおりである。 
                                            

（ﾎ－ﾑﾍﾟｰｼﾞ開示ベース・単位；千円) 
事業名 区分 21年度予算額 20年度予算額 概要 

県有施設整備事

業 
県営住宅建設 604,012 349,077  
既設県営住宅改

善 
104,390 428,345 地デジ障害の

除去等 
    
地域住宅交付金

指導監督事業 
地域住宅交付金

指導監督 
13,794 9,524 市町村営住宅

の設計・監理

等 
    
住宅供給公社助

成事業 
住宅供給公社助

成 
1,522,556 1,923,000 特定優良賃貸

住宅建設資金

貸付等 
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住宅生産合理化

推進事業 
住宅生産合理化

推進 
21,050 26,450 住宅相談業

務、住環境調

査委託等 
    
市街地再開発事

業 
まちなか居住再

生等支援 
32,730 86,300 まちなか居住

再生を促進す

る民間事業者

支援 
    
県営住宅維持管

理事業 
県営住宅維持管

理 
1,235,091 1,241,633 県営住宅の維

持管理(住宅
供給公社が代

行) 
    
高齢者向け優良

賃貸住宅建設費

補助事業 

高齢者向け優良

賃貸住宅建設費

補助 

38,500     0  

    
合計  3,572,123 4,064,329  

 
平成 20年度及び 21年度予算では、両年度とも総額の 3／4以上を「住宅供給公社助成

事業」と「県営住宅維持管理事業」の 2事業で占めている。 
平成 21年度予算で 県営住宅維持管理費 1,235,091千円のうちの 92％を占める

1,136,617千円は、住宅供給公社に支払われる県営住宅の管理代行料であり、「住宅供給
公社助成事業」1,522,556千円と合わせて、総額 2,659,173千円が住宅供給公社に支払わ
れることになるが、これは上記住宅関連予算の 74％に該当する。 
このことから、群馬県の住宅政策は、少なくとも予算面からは、そのほとんどが、住

宅供給公社を介した政策であり、県営住宅に対する政策であるといえる。 
 
 
 
 
（３）県営住宅事業 
 ① 県住宅制度 
  県営住宅とは、公営住宅法(昭和 26年法律第 193号)に基づき群馬県が整備し、群馬県
の住民であって、自力では最低居住水準の住宅を確保できない真に住宅に困窮する低額

所得者に低廉な家賃で賃貸する住宅である。 
 
〈公営住宅制度の概要〉 
創設年度 1951年（昭和 26年） 
目的 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃の賃貸住宅を供給 
供給方式 地方公共団体が、公営住宅を建設(又は民間住宅を買取り・借上げ)して管理（供

給義務) 
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入居者 ・原則、収入分位 0～25％(4人世帯年収約 510万円以下)を対象 

 ただし、高齢者等について、地方公共団体の裁量により収入分位 25％～40％
（4人世帯年収約 510万円～610万円）も対象 
・原則、同居の親族がある者を対象 

家賃 入居者の負担能力と、住宅の便益に応じて(応能応益)決定 
(家賃)＝(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数) 

× (利便性係数)
 群馬県営住宅の原則月額家賃(最高 31,800円～最低 6,100円) 
        裁量階層月額家賃(最高 70,500円～最低 15,600円) 

(平成 21年定期募集案内) 
国の財政

支援措置

(補助の
義務) 

・整備費；全体工事費の 45%(建設、買取りの場合)又は共用部分等工事費の 2/3
の 45%（借上げの場合） 

・家賃の減額；近傍同種家賃と入居者負担基準額との差額の 45%（残りの 55%
は地方交付税交付金により措置） 

 
② 県営住宅の戸数・種類 
  群馬県営住宅の管理戸数は、平成 21年 4月 1日現在県内 12市 3町に所在し、106団
地 560棟、10,423戸となっている。また、群馬県内には市町村営住宅も 24,261戸あり
公営住宅の合計は 34,684戸、総世帯数に対する公営住宅の割合は、4.6％と全国平均の
4.1％を上回っている（因みに、全国最高は北海道・福島県の 6.4％。最低は、埼玉県の
1.5％である）。また、群馬県の県営住宅と市町村営住宅の比率は 30：70である。全国平
均は 42：58であり、県営住宅の割合が低いのが群馬県の特徴(因みに全国で最も低いの
が北海道の 14、次に福島県 18、高いのが東京都 92、埼玉県 61)といえる。 
  また、住宅の種類及び所在地等は下表のとおりである。 
 
住宅の種類 摘要 
1．家族向住宅 ２人以上世帯・３人以上世帯の区分あり 
2．単身入居可能住宅 自活可能な単身者・２人以上世帯も可 
3．車イス住宅 車イス障害者のいる単身・２人以上・３人以上世

帯あり 
4．多家族向住宅 ５人以上世帯 
5．高齢者・障害者向住宅(単身可) ６０歳以上、重度障害者 
6．高齢者・障害者向住宅 ６０歳以上、重度障害者(単身不可) 
7．特殊住宅 過去において入居者事故あり住宅 
8．子育て支援住宅(期限付住宅) 小中学校近接住宅、１０年以内の期間 
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県営住宅一覧表

名　称 所　在　地 戸数 名　称 所　在　地 戸数 名　称 所　在　地 戸数

向町 前橋市平和町 16 相生第１ 桐生市相生町 233 入沢 渋川市入沢 36

国領 前橋市国領町 13 足仲 桐生市相生町 94 八木原 渋川市八木原 64

昭和 前橋市昭和町 24 川内 桐生市川内町 106 下郷 渋川市下郷 81

岩神 前橋市岩神町 40 二本松 桐生市相生町 104 渋川市計 3団地 181

萩町 前橋市昭和町 30 城ノ岡 桐生市菱町 196

城東 前橋市城東町 45 相生第２ 桐生市相生町 104 萩の宮 藤岡市篠塚 82

元総社 前橋市元総社町 22 桐生市計 11団地 991 本郷 藤岡市本郷 168

天川大島 前橋市天川大島町 24 立石 藤岡市立石 132

兵庫松 前橋市文京町 4 宗高 伊勢崎市宗高町 12 藤岡市計 3団地 382

朝倉 前橋市朝倉町 120 上泉 伊勢崎市上泉町 36

南橘 前橋市南橘町 63 太田町 伊勢崎市太田町 54 酢ノ瀬 富岡市富岡 12

広瀬第１ 前橋市広瀬町 483 茂呂 伊勢崎市新栄町 60 芝宮 富岡市内匠 74

広瀬第２ 〃 392 上植木 伊勢崎市本関町 90 桐渕 富岡市中高瀬 67

朝日町 前橋市朝日町 96 羽黒 伊勢崎市羽黒町 161 田篠 富岡市田篠 80

下細井 前橋市下細井町 228 山王 伊勢崎市山王町 248 観音前 富岡市七日市 78

下新田 前橋市下新田町 272 今泉 伊勢崎市今泉町 52 上中島 〃 24

田口 前橋市田口町 156 今井 伊勢崎市今井町 47 富岡市計 6団地 335

萱野 前橋市江木町 272 曲輪町 伊勢崎市曲輪町 48

前橋市計 18団地 2,300 田中島 伊勢崎市田中島町 156 原市第１ 安中市原市 88

三ツ木 伊勢崎市境三ツ木 24 遠丸 安中市安中 116

江木 高崎市日光町 16 女塚 伊勢崎市境女塚 48 原市第２ 安中市原市 54

石原町 高崎市聖石町 15 伊勢崎市計 13団地 1,036 下磯部 安中市下磯部 60

北双葉 高崎市北双葉町 80 二軒在家 安中市松井田町 48

並榎 高崎市並榎町 28 新井 太田市新井町 53 安中市計 5団地 366

浜尻第１ 高崎市浜尻町 26 石原 太田市石原町 111

浜尻第２ 〃 53 鳥之郷 太田市鶴生田町 68 大間々 みどり市大間々町 2

浜尻第３ 〃 68 牛沢 太田市牛沢町 84 みどり市計 1団地 2

上小鳥 高崎市上小鳥町 78 宝泉 太田市宝町 80

筑縄 高崎市筑縄町 102 鳥山 太田市鳥山上町 152 中島 吾妻郡草津町 54

井野 高崎市井野町 90 浜町 太田市浜町 228 草津町計 1団地 54

金井淵 高崎市金井淵町 84 内ケ島 太田市内ヶ島町 58

中尾 高崎市中尾町 457 矢場 太田市矢場新町 98 大林 邑楽郡板倉町 16

中居 高崎市中居町 190 成塚 太田市成塚町 102 板倉町計 1団地 16

東金井 高崎市飯塚町 72 生品 太田市新田瑞木町 42

北久保 高崎市北久保町 160 太田市計 11団地 1,076 丘山 邑楽郡大泉町 96

鼻高 高崎市鼻高町 176 大泉町 1団地 96

城山 高崎市城山町 397 金井 沼田市高橋場町 80

上佐野 高崎市上佐野町 264 沼田市計 1団地 80 中野 邑楽郡邑楽町 54

大沢 高崎市大沢町 160 邑楽町計 1団地 54

室田 高崎市下室田町 18 広内 館林市広内町 8

中河原 高崎市新町 194 新当郷 〃 20 合計 106団地 10,423

下河原 〃 205 高根 館林市松沼町 123

高崎市計 22団地 2,933 青柳 館林市諏訪町 64

大島 館林市大島町 66

元宿 桐生市元宿町 15 近藤 館林市近藤町 56

織姫 桐生市錦町 45 分福 館林市分福町 144

天神第１ 桐生市天神町 26 日向 館林市日向町 40

天神第２ 〃 16 館林市計 8団地 521

西堤 桐生市堤町 52

H21.4.1現在
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③ 県営住宅の募集戸数と応募状況 
 県営住宅の入居者の募集は、年４回(４月、７月、１０月、１月)の定期募集抽選方式 
が基本で、応募の少ない４団地萱野(前橋市)、城山(高崎市)、城ノ岡(桐生市)、烏山（太
田市）は随時募集を行っている。また、緊急経済対策対応として、雇用先からの解雇

等に伴い、現に入居している住居からの退去を余儀なくされている者の受け入れもこ

の 4団地で平成 20年 10月から実施している。 
 平成 20年度の定期募集の状況は下表のとおりである。 
 

種類  ４月 ７月 １０月 １月 合計 
家族向 募集戸数 317 319 232 219 1,087

申込者数 458 507 389 497 1,851
倍率 1.44 1.58 1.67 2.26  1.70

単身 募集戸数 43 32 26 28 129
申込者数 102  96 105 108 411
倍率 2.37 3.00 4.04 3.86  3.18

車イス 募集戸数  4  3  2  1  10
申込者数  2  0  1  0   3
倍率 0.50 0.00 0.50 0.00 0.30

高齢者・障害者 募集戸数  3  6  4  13 26
申込者数 18 40 26  44 128
倍率 6.00 6.66 6.50 3.38  4.92

特殊 募集戸数  4  3  3  3  13
申込者数  1  1  0  4   6
倍率 0.25 0.33 0.00 1.33 0.46

子育て支援 募集戸数  9  18  18  16  61
申込者数 67  43  60  61 231
倍率 7.44 2.39 3.33 3.81 3.78

合計 募集戸数 380 381 285 280 1,326
申込者数 648 687 581 714 2,630
倍率 1.71 1.80 2.04 2.55  1.98

 
全住宅種類の平均倍率は 1.98倍であるが、単身者、高齢者・障害者、子育て支援住宅 

に関しては、3倍を超える倍率となっている。 
 また、募集に当たっては、社会的弱者層等(高齢・障害・5回以上落選等)に入選しやす
い仕組みである優遇抽選の特例を設けている。 
 
 
④ 入居申込の資格の概要 
 県営住宅への申込資格は下表のとおり。 

資格 摘要 
1．成人 
2．同居(予定)親族あり。 高齢者・身障者等単身可 
3．住宅に困窮 
4．敷金の支払可能。連帯保証人あり。 
5．県内在住もしくは在勤 
6．地方税の滞納なし 
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7．前年収入月額 158千円以下 裁量階層世帯(高齢者・身障者・小学校未就

学世帯等)は 214千円以下可 
 
 
 
⑤県営住宅入居者の状況 
 ・入居世帯の状況 
  県営住宅に住居している世帯の年度別の推移を表したのが下表である。平成 15年 9月
～21年 4月の 5年弱の間で、一般世帯のみ構成比が 17.3％減少し、その他の世帯はすべ
て構成比を増加させている。とりわけ 1人親世帯の増加(8.0％)と高齢単身世帯の増加
(4.8％)が目を引く。 

                                 (%) 

  

世帯　　　　　年月 H15.9 H16.3 H17.3 H18.3 H19.3 H20.4 H21.4 （H21.4－H15.9）
高齢単身 7.4 8.2 9.0 9.1 10.3 11.3 12.2 4.8
高齢世帯 4.6 4.5 4.9 5.6 6.1 6.3 6.5 1.9
単身 5.7 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.9 0.2
一人親世帯 12.4 12.8 14.2 15.0 17.7 18.6 20.4 8.0
外国人 5.8 7.0 7.7 8.2 8.6 8.3 8.5 2.7
一般世帯 64.1 62.1 58.9 56.7 51.9 50.1 46.8 ▲ 17.3
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・入居年齢の状況 
県営住宅の入居者の年齢の推移を示したのが下表である。高齢化の進展は、入居者

の年齢構成比の推移からも明らかであり、平成 15年 9月～21年 4月の 5年弱の間で
39歳以下の全階層で構成比が減少し、40歳以上の全階層で構成比が増加している。特
に 60歳以上では、8.9％～14.2%へ 5.3％も増加している。 
 
 

 

(％)  
年齢　　　　　年月 Ｈ15.9 Ｈ16.3 Ｈ17.3 Ｈ18.3 H19.3 H20.4 H21.4 H21.4－H15.9
０～19歳 36.9 36.5 36.7 36.5 35.7 35.2 35.0 ▲ 1.9
20歳～29歳 15.1 15.1 13.6 12.8 12.2 11.6 11.4 ▲ 3.7
30歳～39歳 20.7 20.6 20.5 20.2 19.6 18.9 18.1 ▲ 2.6
40歳～49歳 10.4 10.4 10.9 11.3 11.3 12.0 12.5 2.1
50歳～59歳 7.9 8.1 8.2 8.6 8.9 9.0 8.9 1.0
60歳～69歳 5.4 5.6 6.0 6.2 6.7 7.3 7.8 2.4
70歳～79歳 2.5 2.6 2.8 3.2 4.0 4.4 4.6 2.1
80歳以上 1.0 1.1 1.2 1.2 1.5 1.6 1.8 0.8  
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・入居期間の状況 
入居期間については、平成 15年 10月~19年 10月の 4年間で、入居期間 5年未満の

構成比が 48.3％→32.5％に減少し、6年以上の構成比が上昇している。長期入居者であ
る 26年以上の構成比が 7.4％→11.6%へ増加しており、短期入居者の入替の促進(公営
住宅からマイホームへの移住)と長期入居者の長期化が同時進行している状況にあると
言える。 

(%) 
入居期間　　　　　年数 H15.10 H16.10 H17.10 H18.10 H19.10 H19.10－H15.10

1年未満 5.5 9.3 8.0 7.5 7.2 1.7
1～５ 42.8 37.5 35.6 33.1 25.3 ▲ 17.5
６～１０ 19.4 20.4 22.4 24.5 28.8 9.4
１１～１５ 11.7 12.0 12.5 12.2 12.8 1.1
１６～２０ 7.1 6.8 6.9 7.5 8.9 1.8
２１～２５ 6.0 5.7 5.4 5.3 5.5 ▲ 0.5
２６～３０ 4.4 4.5 4.9 4.8 4.9 0.5
３１～４０ 2.6 3.3 3.8 4.5 5.8 3.2
４１～５０ 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.3
５０以上 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2  
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・入居者の収入の状況 
入居者の収入の状況については、上記までに述べた指標に比べ大きな変化ない。県

営住宅入居者のうち約２/３は収入分位１の所得階層が占めているが、この 6年間では、 
収入分位２，３に該当する入居者が大きく減少しているが、その他の分位はすべて世

帯数・構成比とも増大している。 
 
入居者の収入階層                          (世帯、％) 
収入階層 １分位 ２分位 ３分位 ４分位 ５分位 ６分位 ７分位 ８分位 計

平成１５年度 5,997 1,088 717 423 440 252 256 342 9,515

構成比 63.0% 11.4% 7.5% 4.4% 4.6% 2.6% 2.7% 3.6% 100.0%

平成２１年度 6,080 593 479 486 529 378 353 483 9,381

構成比 64.8% 6.3% 5.1% 5.2% 5.6% 4.0% 3.8% 5.1% 100.0%  
 
                                   (世帯) 
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収入分位 

分位 収入月額 
 平成 21年 3月 31日まで 平成 21年 4月 1日から 
１ (0.0～10.0%)    0円～123,000円 0円～104,000円 
２ (10.0～15.0%) 123,001円～153,000円 104,001円～123,000円 
３ (15.0～20.0%) 153,001円～178,000円 123,001円～139,000円 
４ (20.0～25.0%) 178,001円～200,000円 139,001円～158,000円 
５ (25.0～32.5%) 200,001円～238,000円 158,001円～186,000円 
６ (32.5～40.0%) 238,001円～268,000円 186,001円～214,000円 
７ (40.0～50.0%) 268,001円～322,000円 214,001円～259,000円 
８ (50.0%～) 322,001円～ 259,001円～ 
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⑥ 県営住宅ストック活用計画 
  県営住宅の整備の基本方針は、 
・既存の県営住宅の有効活用により、住宅セーフティーネットの構築により、低額所得

者、高齢者、母子世帯、DV被害者等の多様な住宅困窮者や子育て世帯の居住の確保を
図る。 
・現在のストック数を維持することとし、原則として新たな団地建設は行わない。 
    (群馬県住宅マスタープラン 2006) 

 
 というものであり、住宅の経過年数ごとに以下の区分けがされている。 
 ・概ね昭和 50年以降建設した約 8,100戸 
   →バリアフリー化等適切な維持修繕を図る。 
 ・概ね昭和 49年以前に建設した耐火構造約 1,900戸 
   →適切な改善事業を行う。 
 ・概ね昭和 49年以前に建設した簡易耐火構造約 400戸 
   →地域の需要の動向、敷地の形状などを勘案して建て替えを行うか用途廃止とする

か判断する。 

 
 
 
 
 
 
平成 15年以降の県営住宅の建て替え・改善状況は下表「県営住宅建設・改善事業計画」 
のとおりである。 
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（４）職員数・組織の概要 
  住宅政策を所管する群馬県県土整備部建築住宅課の平成 21年 5月 31日現在の総職員
数は、46人（うち正規職員は 42人）となっている。 
平成 21年度建築住宅課の組織は以下のとおりである。 
 

 
 
 
このうち、住宅政策と県営住宅管理に従事する職員数は、他職務との兼務もあるが、

13人程度と換算される。この人数が効率的な人数なのかどうか、他県と比較して多いか
少ないかの単純な比較は、業務内容等が全く同一なわけではないので、困難ではあるが、

参考までに、群馬県と人口規模等の類似する県との比較を試みたのが下表である。 
 
〈住宅関係職員数の比較(平成 21年度正規職員)〉 
県名 職員数 人口 

2009．9.1現在 
県営住宅数 
2009．3.31現在 

群馬県 13人 2,012,816人 10,423戸 
福島県 15人 2,055,496人 8,327戸 
栃木県 19人 2,014,650人  6,943戸 
長野県 17人 2,173,248人 15,418戸 
岐阜県 15人 2,098,131人  4,691戸 

 
 


